
●
令
和
元
年
度
大
崎
町
一
般
会
計
補
正
予
算(

第
６
号)

◇
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
環
境
施
設
整
備
業
務
委
託
料

質

： 
今
回
の
業
務
委
託
の
終
了
後
、
新
た
な
費
用
が
発
生
す
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
業
務
完
了
後
の
費
用
負
担
は
ど
の
様
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

答

： 
今
回
計
上
し
た
補
正
予
算
は
、
国
の
令
和
元
年
度
の
補
正
予
算
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
令
和
元
年
度
中
に
執
行
が
出
来
な
い
た
め
令
和
２
年

度
に
繰
り
越
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
は
学
校
の
情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
環
境
を
有
線
か
ら
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
へ
切
り
替
え
る
事

業
で
あ
り
、
そ
の
経
費
の
２
分
の
１
が
補
助
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

整
備
後
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
施
設
整
備
な
ど
や
令
和

２
年
度
で
購
入
予
定
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
に
つ
い
て
の
保
守
費
用
が

発
生
す
る
と
思
わ
れ
る
。

● 

令
和
元
年
度
大
崎
町
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算(

第
２
号)

質
： 

職
員
１
名
の
減
に
伴
う
人
件
費
の
補
正
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
職

員
が
１
名
減
に
な
っ
た
こ
と
で
下
水
道
事
業
の
業
務
に
支
障
は
無
い

の
か
。

答

： 

令
和
元
年
６
月
に
人
事
異
動
が
あ
り
、
職
員
が
１
名
減
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
６
月
以
降
の
下
水
道
係
は
職
員
１
名
、
臨
時
職
員
１
名
の

計
２
名
体
制
で
下
水
道
事
業
を
運
営
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
年
度

当
初
は
職
員
２
名
体
制
で
あ
っ
た
が
、
６
月
に
急
遽
１
名
減
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
降
の
状
況
と
し
て
は
、
下
水
道
係
へ
の
負

担
が
大
き
く
な
り
非
常
に
無
理
を
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
捉
え
て

い
る
。

質

： 

今
後
、
公
共
下
水
道
使
用
料
を
段
階
的
に
値
上
げ
し
て
い
く
状
況
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
啓
発
活
動
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。

答

： 

啓
発
活
動
の
取
り
組
み
状
況
と
し
て
は
、
「
広
報
お
お
さ
き
」
（
№

７
５
７
）
に
関
連
す
る
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
２
月
に
納

付
書
を
発
送
し
た
際
に
は
、
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
、
今
後
の
値

上
げ
の
状
況
が
分
か
る
よ
う
に
明
細
を
同
封
し
て
い
る
。
今
後
も
、

そ
の
よ
う
な
明
細
を
年
次
的
に
発
送
す
る
よ
う
な
形
で
準
備
を
行

な
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

● 

大
崎
町
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
に
係
る
特
別
徴
収
金

に
関
す
る
条
例
制
定

（ 
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
に
係
る
特
別
徴
収
金
に
関
す

る
条
例
の
制
定
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
４
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）

質

： 
本
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
特
別
徴
収
金
は
農
地
中
間
管
理
機
構
関

連
農
地
整
備
事
業
の
町
負
担
分
が
該
当
す
る
の
か
。

答

：

町
負
担
分
が
該
当
す
る
。

質

： 
特
別
徴
収
金
の
徴
収
対
象
者
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
を
求
め
る
。

答

： 
農
地
中
間
管
理
機
構
に
農
地
を
預
け
て
い
る
土
地
所
有
者
、
そ
れ
か

ら
農
地
中
間
管
理
機
構
を
介
し
て
農
地
を
借
り
て
い
る
耕
作
者
が
対

象
者
に
な
る
。
ま
た
、
対
象
と
な
る
行
為
と
し
て
は
、
土
地
所
有
者

に
つ
い
て
は
、
農
地
中
間
管
理
権
の
解
除
を
行
な
う
事
と
目
的
外
用

途
に
使
用
し
た
場
合
で
あ
り
、
耕
作
者
に
つ
い
て
は
、
目
的
外
用
途

の
使
用
が
対
象
に
な
る
。
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